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1 昭和 60年 6月21日{金曜日)午前 10時

1 館山市役所語場

1 出席議員 2 7名

1番 神田 守瞳 2番 田沢 勝信

3番 山中金治郎 4番 日下 君敏

5番 川名 正二 6番 生稲 陸

7番 榎本 審光 8番 小宮 利夫

9番 福原 動 1 0番 横溝 功

~ 
1 1番 飯田 議男 1 2番 石井 謀

1 3番 石井 昌治 1 4番 伊藤幸太郎

1 5番 渡辺 昭夫 1 6番 松下 正己

1 7番 近藤 好雄 1 9番 黒川 平治

2 0番 石井 武敏 2 1番 吉田勇治郎

2 2番 林 豊 2 3番 伊賀 多朗

2 4番 流山源次郎 2 5番 五十嵐 昇

2 6番 石井 正 2 7番 安西 益男

2 8番 安海 徳煩

1 欠席題員 なし

1 出席説明員

市 長 半滞 良一 助 使 小倉 澄男

収 入 役 山田 債康 市長公室長 斉藤 武男

制胸<IiC 総事 部長 川畑喜代志 民生 部長 鈴木 力

経済 部長 吉岡 政雄 水道 課長 石井 敏夫
教育委員会

杉村 芳枝 教育 委 員会 福原
修委 員 長 教育長

選挙管理委員会 加藤
委員長

利 選挙管理委員会 佐藤
事務局書記長 輝雄

監査 委員 鈴木 重司 監査事務局長 橋本 巌利

農業委員会会長 斎藤 明
農業委員只ムロ 池田
事務 局長 六郎

1 出席事事局職員

事事 局長 庄司 利光 事事局長補佐 兵藤 恭一

書 記 鈴木 哲 書 記 土橋 康彦

書 記 熊井 成和
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1 館事日程{第 1号)

昭和 60年 6月21日午前 10時開講

日程第 1 会趣録署名自信員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 S 会語日程の決定

議案第 2..号 館山市市税条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認について

議案第 25号 昭和 59年度館山市一般会計補正予算(第 6

号)の専決処分の承認について

議案第 26号 昭和 60年度館山市と畜場特別会計補正予算

(第 1号)の専決処分の承認について

議案第 21号 館山市国民健康保険税条例の一部を改正する

日程第 4{
条例の制定について

議案第 28号 工事爾負契約の締結について

議案第 29号 工事請負契約の締結について

議案第 30号 館山市教育センタ一条例の制定について

議案第 31号 館山市青年館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第 32号 館山市と畜場の設置及び管理に関する条例を

廃止する条例の制定について

議案第 33号 館山市と畜場施設近代化基金の設置及び管理

tζ 関する条例を廃止する条例の制定について

開 会午前 10時 11分o.長{石井 正君} 本日の出席議員数 21名、乙れより昭和 60年第

2田市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を聞きます。

語長の報告

。議長(石井 正君) 本定例会の議案審議のため、地方自治法第 121

条の規定による出席要求に対し、お手元tζ 配付のとおり出席報告がありま

したので、御了承願います。

-8-
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なお、監査費員から 2月乃至 5月実施の監査結果、市長から地方自治法

第 180条の規定による専決処分並びに財団法人館山市開発公社及び館山

市環境保全公社の各経営状況説明書が報告されております。それぞれお手

元に配付の印刷書はより御了承願います。

自陣寮の配付

。議長(石井 正君) 議案を配付いたさせます。

議案の配付漏れはありませんか。一一寝付漏れなしと認めます。

必 本日の議事はお手元lζ配付の日程表により行います。

会議録署名議員の指名o.長{石井 正君) 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

1 3番議員石井昌治君、 14番蟻員伊藤幸太郎君、以上両君を指名いた

します。

会期の決定

。議長(石井 正君} 日程第 2、会期の決定を行います。

本定例会の会期はっき議会運営協自信会の意見は本 6月 21日から 6月 2

8日までの 8日間という乙とであります。

お諮りいたします。会期を 8日間と定めます乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぷ者あり)

ゅ~ o.長(石井 正君} 御異議なしと認めます。よって会期は 6月 21日

から 6月 28日までの 8日間と決定いたしました。

会議日程の決定

。議長(石井 正君) 日程第 3、会議日程の決定を行います。

お諮りいたします。お手元lζ配付の会議日程表は、本定例会の大体の日

取り予定でありますが、議会運営協議会の意見tとより作成いたしました。

本定例会をおおむね乙の会議日程表tとより運びますとともに、その間議案

の追加または議事の都合等によりましてその都度乙れを改める乙とにして

大体乙のようにいたしたいと思います。乙れに御異噂ありませんか。

-9-
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( r異砲なし Jと呼ぶ者あり)

0・長{石井 正君} 御異自信なしと認めます。よって会蟻日穫は決定い

たしました。

建築の上程

。贈長(石井 正君) 日程第 4、議案第 2"号乃至議案第 33号の各議

案を一括して議題といたします。

提案理由の欝明

01館長(石井 正君) 乙れより各議案の提案理由の説明を求めます。

{市長半海良一君登壇}

0市長(半滞良一君) 本日、乙乙に第 2岡市鶴会定例会を招集し、当面

する請案件について御審.i'お願いする乙とといたしました。

御審自障の前tζ 、一言お祝いの言葉を申し上げたいと存じます。乙のたび、

千葉県市議会噂長会から吉田勇治郎蟻員が、関東市議会自信長会並びに全国

市議会議長会から吉田勇治部議員、伊藤幸太郎議員、松下正己議員及び黒

川平治蟻員がそれぞれ永年勤続自治功蛍の表影の栄lζ浴され、また、石井

磁長さんには全国市信会自信長会から公害対策特別委員会委員として御尽力

された功績は対する感謝状がそれぞれ伝達きれました乙とは、ま乙とにお

めでたい限りであり、心からお祝いを申し上げますとともに、今後とも市

政発展のため、御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

' 

きて、本日提案いたします案件は、条例雌寮 6件、一般議案 2件及び補 ふ民

正予算 2件でございます。

以下、その概要について御貌明申し上げます。

まず、議案第 2"号館山市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認についてでございますが、去る 3月、地方税法等の一部を改正する法

律案が国会において可決、 3月 30日公布、 4月 1日から施行される乙と

となりました結果、館山市市税条例も乙の法律にあわせて急遁改正する必

要が生じたため、開条例の一部改正を地方自治法第 119条第 1項の規定

lζ より専決処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めようと

するものでございます。
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今回の改正の主な内容は、第 1tと、個人市民税につきましては、均等割

の税率を 20 0 0円に引き上げるものでございます。乙れにつきましては、

昭和 55年度に引き上げて以来据え置かれてまいりましたが、その後にお

ける物価水準等の推移や地域社会の費用の一部を等しく分担するという均

等割の性格を考慮しまして、相応の負担水車となるよう改正するものでご

ざいます。

第 2tζ 、固定資産税及び都市計画税につきましては、昭和 60年度の土

地評価替えに係る税負担の緩和を図るため、負担調整措置を講ずるもので

ございます。

第 3tζ 、軽自動車税はっきましては、 3輪以上の原動機付自転車のもの

で、いわゆるミニカーについての税率を 25 0 0円に引き上げるものでご

ざいます。

第 4tζ、特別土地保有税につきましては、昭和 44年 1月 1日から昭和

5 7年 3月 31固までの聞に取得された土地のうち、保有期間が 10年を

超えるものについては、課税対象外にするものでございます。

以上が今回の改正の主なものでございますが、乙のほか、地方税法の一

部改正lζ基づきまして、所要の改正をいたしました。なお、詳細はっきま

しては、説明費棋はより御了承燭りたいと存じます。

次lζ 、議案第 25号昭和 59年度館山市一般会計補正予算(第 6号)の

専決処分の承認についてでございますが、去る 3月 24日執行の千葉県知

事選挙における執行経費はっきまして、当初 723万 80 0 0円を計上い

.. ~ たしましたが、県委託金が 89万 7000円増額交付となりましたので、

乙の増額分を備晶鷹入費等iと補正し、昭和 60年 3月 30日、地方自治法

第 17 9条第 1項の規定tとより専決処分いたしましたので、議会tζ報告し、

その承認を求めようとするものでございます。

次lζ 、議案第 26号昭和 60年度館山市と畜場特別会計補正予算(第 1

号)の専決処分の承認についてでございますが、同特別会計の予算はっき

ましては、当初 6カ月間の休場措置に伴う所要額を計上しておりましたが、

安房郡畜産農業協同組合嘗としてのと畜場設置許可が 5月 1日に予定され

ましたので、 4月の 1カ月分につきましては、同組合と「と畜・解体業事

蚕託契約」を締結し、業高を行うこととなりましたので、乙れに伴う歳入
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歳出を補正し、地方自治法第 179条第 1項の規定により専決処分いたし

ましたので、議会に報告し、その承認を求めようとするものでございます。

なお、同特別会計につきましては、施設の建設に係る起債の緑り上げ償

還を本年度末lζ予定しており、また、と畜場施設の一部の土地の賃貸借は

っきまして、同特別会計において経理すベ〈考えておりますので、と畜場

特別会計の廃止につきましては、昭和 61年 3月末を考えております。

次lと、議案第 27号館山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定についてでございますが、まず、本年度本算定の基礎となります調定

見込額の積算についてでありますが、昭和 59年度の国民健康保険特別会

計は、出納閉鎖の結果、 76 3 6万 5000円の差引残金を生じ、昭和 6

0年度へ繰り越す乙とになりました。

乙の繰越金の処分でございますが、すでに当初予算に 70 0 0万 100

0円を計上して税の軽減を図っておりますが、今回、さらに残り 63 6万

4 000円を充当し、税の軽減を図ろうとするものでございます。

乙の結果、当初予算で計上しました現年度課税分 11纏 19 0 4万20 

o 0円から 636万4000円を減額した 11繊 1267万 8000円を

予算額とし、収納割合を勘案いたしまして 11儲 96 4 2万 80 0 0円の

調定額を見込みました。

乙の調定見込額とするには、課税限度額を趨える切り捨て額と低所得者

の国民健康保険税を減額する規定による軽減額を加えた額 14116082

万 60 0 0円を課税して乙の額の調定が可能となるわけでございます。

h 

乙の課税総額を所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等 み鳥

網額tζ 配分し、課税するわけでありますが、本年度のあん分率は、 ~J添説

明資桝tと掲げましたとおり、所得割 100分の 6. 6 1、資産割 100分

の 50、被保険者均等割 84 0 0円、世帯別平等割 1万 22 4 0円となり

ます。

それでは、改正条例につきまして主な改正点を御説明いたします。

第 1，ζ 、所得割の税率を 100分の 5から 100分の 6. 6 1 ，ζ引き上

げようとするものでございます。

第 2，と、被保険者均等割額を 8160円から 84 0 0円に引き上げよう

とするものでございます。
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第 3&1':、世稽別平等割額を 1万 2000円から 1万 22..0円に引き上

げようとするものでございます。

第..&ζ 、 4割減額の基箪iζ用いる加算額を 19万円から 19万 5000 

円tζ 引き上げようとするものでとぎいます。

以上、館山市国民健康保険税条例の主な改正点を申し上げましたが、詳

細につきましては説明費斜により御了承賜りたいと存じます。

次iζ 、議案第 28号工事請負契約の締結についてでございますが、館山

市コミュニティセンター造成工事記係る指名蹟争入札の結果、鹿島建設株

， 式会社が 1傭 2.. 0 0万円をもって落札しましたので、同社と工事績負契

約の締結をしようとするものでございます。

工事内容といたしましては、コミュニティセンター西側の未造成地 2万

7835m"を造成するもので、工期を翌年 1月31日までとするものでご

ざいます。

次lと、議案第 29号工事請負契約の締結についてでございますが、館山

市防災行政無線設置工事に係る指名蹟争入札の結果、日本無線株式会社が

2健 17 0 0万円をもって落札しましたので、聞社と工事請負契約の締結

をしようとするものでございます。

工事内容といたしましては、固定系につきまして市俊所lζ基地局 1局、

各地区に子局 57局、戸別受信梅 300台を、また、移動系はっきまして

は、基地局、申継局等を設置し、市民の皆様方lζ適時適切な災害等の情報

を提供しようとするもので、工期を本年度より 3カ年の継続事業として、

...~ 昭和 62年 12月 25日までとするものでございます。

次lζ 、議案第 30号館山市教育センタ一条例の制定についてでございま

すが、館山市教育放送センターにつきましては、学校教育及び社会教育の

場lと放送という手段はより教育情報を提供するため、昭和 47年 10月lζ

発足したものでありますが、昭和 56年以降は、情報の提供方法がピデオ

テープ、 16 <'1映画フィルム、スライド等lと変化してまいりました。さら

に現在では、教育の近代化lζ 対応するため、教職員の研修、指導及び教育

情報の分析、提供等情報センターとして乙の施設が重要な俊樹を果たして

おりますので、今回、施設の名称及び事業内容を改めるため、新たに館山

市教育センタ一条例を制定しようとするものであり、乙れにより従来の館
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山市教育放送センタ一条例を廃止しようとするものでございます。

次位、.案第 31号館山市青年館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてでございますが、波左聞青年館はっきまして

は、昭和 44年lζ旭区集会所を増築し、青年館として使用してまいりまし

たが、老朽化してきておりますのでとれの取り壊しを行い、今後、同所へ

地区集会所を新築する乙とを計画しておりますので、本条例中、波左間青

年館の項を削除しようとするものでとぎいます。

次tと、議案第 32号館山市と畜場の設置及び管理lζ関する条例を廃止す

る条例の制定についてでございますが、館山市と畜場につきましでは、安

房郡畜産農業協同組合が運営を引き受ける乙とに決定し、千葉県知事より

昭和 60年 5月1日付けで、同組合営「安房と畜場」として設置が許可さ

れましたので、乙れに伴い、本条例を廃止しようとするものでございます。

次tζ 、議案第 33号館山市と畜場施設近代化基金の設置及び管理に関す

る条例を廃止する条例の制定についてでございますが、本条例は、地方自

治法第 24 1条の規定位基づき、と畜場篇設の改善を図り、健全な運営と

管理を期するため設けられていたものであります。議案第 32号でも御説

明申し上げましたが、安房郡畜産農業協同組合管「安房と畜場Jが昭和 6

0年 5月 1日付けで設置の許可がありましたので、本条例を廃止しようと

するものでございます。

以上、各議案に対する提案理由について御説明申し上げましたが、よろ

しく御審離のほどお願い申し上げます。

h 

0議長{石井 正君} 以上で提案理由の観明を終わります。~

延 会午前 10時 28分

。謀長(石井 正君) お積りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)o.長(石井 正君} 御異自信なしと認めます。よって、本日は乙れにて

延会するととは決しました。

なお、明 22日及び 23日は鰻寮調査のため休会、次会は 6月24日午
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前 10時開会とし、その議事は通告による行政一般質問を行います。

なお、乙の際申し上げます。議案質疑通告の締め切りは 6月 24日正午

まででありますので、申し添えます。

0本日の会議lと付した事件

1 会議録署名議員の指名

1 会期の決定

1 会議日程の決定

1 議案第 24号乃至議案第 33号
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